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食品表示基準Ｑ＆Ａについて

この度、食品表示法（平成25年法律第70号）第４条第１項の規定に基づく食品表示基

準が、平成27年３月20日に公布され、同年４月１日から施行されることとなりました。

これに伴い、別添のとおり「食品表示基準Ｑ＆Ａ」を作成しましたので、業務の参考

としていただくとともに、関係部局や所管事業者団体等に周知していただくようお願い

します。 写




